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第 ３ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和３年３月１８日（木）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員   6田口 慶則・14宮本 政春・15守山 孝之・16中谷 秀也 

          17西森 偉統・18結城 晉三・20諸戸 善昭・22中野 たつ子 

          24前田 孝幸 

以上９名 

 

欠 席 部 会 委 員    7森 哲也 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  勝田事務局長・野村事務局次長・増田主査 

 

総 合 支 所  久居：藤巻担当主幹 一志：柴山担当副主幹 

          白山：谷担当主幹  美杉：磯田担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者  22中野 たつ子・24前田 孝幸 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権移転） 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願いについて（所有権移転） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第６号 非農地証明願いについて 

 議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

       ついて ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第３回第２農地部会を開会いたします。 

本日の欠席は７番 森 哲也委員の１名で出席委員数は９名でございます。 

本日、議事録署名者に、２２番 中野 たつ子委員、２４番 前田 孝幸委

員、よろしくお願いします。 

それでは初めに、会長専決等の報告事項に入ります。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページから３ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から１８で、件数は１８件、合計面積は４６，０６６㎡で、その内訳

は田が４４，２３６㎡、畑が１，８３０㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

 

４ページから７ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

番号１から７で、合計件数は７件、合計面積は３９，１１４．１５㎡で、そ

の内訳は田が２２，２２０㎡、畑が１２，７６１㎡、その他が宅地と原野で４，

１３３．１５㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。 

 

８ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、でござ

います。 

番号１ 一般個人住宅用地 でございます。 

以上、件数は１件、合計面積は畑で２０１㎡でございます。 

 

９ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権

移転）、でございます。 

番号１から番号３ 一般個人住宅用地 

番号４ 宅地分譲 でございます。 

以上、件数は４件、合計面積は１，９０２．０１㎡で、その内訳は田が５９

７．０１㎡、畑が１，３０５㎡でございます。 

報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）を

議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１０ページをお願いします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、
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でございます。 

番号１、地区 大井、受人 有限会社      取締役     、面積 

１，３０７，３５６．９８㎡、渡人     、面積 ２，５２２㎡、申請地 

一志町井関上名倉    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，３５５㎡ 

外１筆、合計面積 ２，５２２㎡。 

これにつきしては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受け、

営農を拡大するものです。 

 

番号２、地区 高岡、受人     、面積 ８，０３１．１２㎡、渡

人     、面積 ７９５．５２㎡、申請地 一志町田尻世古出    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 １１９㎡ 外１筆、合計面積 １１９．５

２㎡。 

これにつきましては、受人は、営農縮小する渡人から申請地を譲り受け、営

農を拡大するものです。 

 

番号３、地区 倭、受人     、面積 ５，３０２㎡、渡人     、

面積 ４，５２８㎡、申請地 白山町佐田奥垣内    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ６９㎡ 外１筆、合計面積 ８５㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号４、地区 丹生俣、受人     、面積 ４，４９８㎡、渡人      

外１名、面積 ３，１８７㎡、申請地 美杉町丹生俣庄司    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ３６㎡ 外２筆、合計面積 ２，３６９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、営農を拡大する

ものです。 

 

番号５、地区 上多気、受人     、面積 ０㎡、渡人     、面

積 ２，７１８㎡、申請地 美杉町上多気上沖    、台帳地目・現況地目

とも田、面積 ３３７㎡ 外２筆、合計面積 １，７０４㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から申請地を譲

り受けるものです。 

なお、譲受人については、別冊 議案第７号において、整理番号    、 

    において、１，７６０㎡の利用権設定を受けることで下限面積３，０

００㎡を満たすものであり、当該農用地利用集積計画の公告と同時の許可とな

ります。 

 

以上、件数は５件、合計面積は６，７９９．５２㎡で、その内訳は田が６，

５５９㎡、畑が２４０．５２㎡でございます。 

 

これらの案件につきましては、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・下

限面積要件・地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 
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       事務局の説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

       １番、お願いします。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。５日に地元推進委員、それから一志事務局で現地を確認

しました。現在耕作している人が買うということなら問題ないと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ２番、お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。３月５日、会長と宮本委員、地元推進委員、一志事務局

で現地を確認しました。内容につきましては、先ほど事務局の説明があったと

おりです。問題ないかと思います。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ３番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。５日に西森、中谷両委員と地元推進委員、それから白山

総合支所の担当で確認をしてまいりました。場所は、    の北西約５００

ｍぐらいです。この土地は、受人のすぐ隣にあり、現在も耕作されているよう

で、何ら問題はないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ４番、５番、お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。４番、５番を説明します。美杉は８日に現地確認をしま

した。地元推進委員と美杉事務局で現地を確認いたしました。隣接地と合わせ

て耕作をしたいということでございます。受人は、営農拡大してくれている人

で、また引き続いてこのたびも土地を買っていただくということです。 

       ５番は、これも８日に地元推進委員と美杉事務局で現地を確認いたしました。

渡人は遠方で管理ができないので売却をしたいと。受人は近隣の農地の管理を

頼まれていて耕作しておったのですが、もう農地を買ってくれということで、

営農の拡大をするということです。よろしく。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございましたが、皆さんからのご意見をお伺いしたいと思

います。どうですか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第１号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願いに

ついて（所有権移転）を議題とします。 

       事務局、説明お願いします。 

 

事 務 局   １１ページをお願いします。 

       議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居相川

町硯石    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４０２㎡。 

       これにつきましては、申請地を自動車整備工場の駐車場用地とすることを目

的に、令和２年１０月１６日付にて許可を受けましたが、事業中止のため、許

可の取消願いが提出されております。 

 

       番号２、地区 高岡、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 一志町田尻世古出    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積２３６㎡ 外２筆、合計面積 ６７８㎡。 

       これにつきましては、申請地を建売分譲住宅用地とすることを目的に、令和

３年１月１８日付にて許可を受けましたが、地番、地籍の変更のため、許可の

取消願いが提出されております。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は畑で１，０８０㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局の説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

       １番、お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。これは事務局の説明どおりでございますので、どうぞよろ

しくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ２番、お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。この件につきましては、先ほど説明がありましたように、

地番と地籍の変更のために取り消した分でございます。これについては何も問

題ないと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       そしたら、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第２号について、

これにご異議ございませんか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については承認することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（所有権移転）を議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １２ページから１５ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 久居明神町風早    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，２２８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地とするものです。 

       申請人は、土木建築業を営んでおり、事業拡大に伴い、道路アクセス等、利

便性に優れている申請地を取得し、主として資材置場用地として利用する計画

です。 

       現在、市の指導要綱に基づく協議中であるため、確認され次第、３月の農地

部会審議後に同時許可となる予定です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 戸木町赤部    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 ８７９㎡ 外１筆、合計面積 １，４３７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、７４５．３６㎡、パネルの設置率は、転用面積の５１．

９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 栗葉、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 久居一色町羽場    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ２６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設管理用地とするものです。 

       申請地の隣地は太陽光発電施設用地となっており、そのメンテナンス用の車

両を置くなどの管理用地とする計画です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 栗葉、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 庄田町沓掛    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 ８０６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を建売（分

譲）住宅用地とするものです。 
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       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号５、地区 栗葉、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外１名、申請地 庄田町若林    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ９９㎡ 外３筆、合計面積 １，３９４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、６３４．６８㎡、パネルの設置率は、転用面積の４５．

６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号６、地区 栗葉、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 庄田町沓掛    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 １９８㎡ 外１筆、合計面積 ６５７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４１８．３０㎡、パネルの設置率は、転用面積の６３．

７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号７、地区 大井、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 一志町大仰堂垣内    、台帳地目 畑、現況地

目 宅地、面積 １２５㎡ 外５筆、合計面積 ９２７．９１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地、庭用地とするものです。 

       申請人が相続した時点で、申請目的の用途で利用してきた旨の始末書の提出

がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号８、地区 波瀬、受人 合同会社      代表社員     、渡

人     、申請地 一志町波瀬若杣    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 １，０８９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３７８．１６㎡、日照不良となる箇所を回避する面積を

確保することから、パネルの設置率は、転用面積の３４．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号９、地区 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町片

野内山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １５８㎡ 外１筆、合計

面積 ４６２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１０、地区 高岡、受人      株式会社 代表取締役     、
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渡人     、申請地 一志町田尻世古出    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ２３６㎡ 外１筆、合計面積 ５６４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を建売（分

譲）住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１１、地区 高岡、受人 有限会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 一志町高野横枕    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，１４３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を堆肥舎

用地とするものです。 

       申請人は、近隣地に牛舎を所有しており、牛舎棟の増築、肥育牛の増加によ

り、現在の堆肥場では手狭になったことから、既存堆肥場の隣地である申請地

を取得し、新たに堆肥舎を建築しようとするものです。 

       農地区分は農用地となり、原則転用を許可しない農地と位置づけられますが、

用途区分が農業用施設用地に変更されておりますので、不許可の例外に該当す

るものと判断されます。 

 

       番号１２、地区 倭、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町南出下出    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １６８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地とするものです。 

       申請地の隣地は太陽光発電施設用地となっており、その他、近隣に管理対象

の太陽光発電施設用地があることから、それらのメンテナンス用の資材置場用

地とする計画です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１３、地区 竹原、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 美杉町竹原東垣内    、台帳地目 畑、現況地

目 雑種地、面積 ８９９㎡ 外７筆、合計面積 ３，８７１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地、駐車場用地とするものです。 

       申請地については、１０数年前より、譲渡人の亡き父と、申請地にて建設業

を営む別の法人とで賃貸借契約を締結し、転用手続を経ずして建設用資材置場

として利用してきた旨の始末書が提出されていることから、これを追認しよう

とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１４、地区 八知、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 美杉町八知山神川原    、台帳地目・現況地目

とも田、面積 ２７８㎡ 外１筆、合計面積 ４５９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、２７３．７８㎡、パネルの設置率は、転用面積の５９．

６％になります。 
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       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１５、地区 八知、受人 合同会社      代表社員     、

渡人     、申請地 美杉町八知上廣口    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ７０７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４６９．４４㎡、パネルの設置率は、転用面積の６６．

４％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１６、地区 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知田し路    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５８８㎡ 外１筆、

合計面積 １，２３５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５１３．７６㎡、パネルの設置率は、転用面積の４１．

６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１７、地区 八知、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 美杉町八知田し路    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ８９９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４６９．４４㎡、パネルの設置率は、転用面積の５２．

２％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１８、地区 八知、受人 合同会社      代表社員     、

渡人      外１名、申請地 美杉町八知田し路    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 ９２８㎡ 外１筆、合計面積 １，４０４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５２８．１２㎡、通行路の確保のため、パネルの設置率

は、転用面積の３７．６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１９、地区 下多気、受人 株式会社      代表取締役    

 、渡人     、申請地 美杉町下多気下之世古    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 ４７６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４４２．８０㎡、パネルの設置率は、転用面積の９３．

１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号２０、地区 下之川、受人     、渡人     、申請地 美杉

町下之川村    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ６２４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３５３．２５㎡、パネルの設置率は、転用面積の５６．

７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２１、地区 下之川、受人     、渡人     、申請地 美杉

町下之川村    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ８０６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３５３．２５㎡、パネルの設置率は、転用面積の４３．

９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２２、地区 下之川、受人 株式会社      代表取締役    

 、渡人     、申請地 美杉町下之川新宮山    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 ６３６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５８６．８０㎡、パネルの設置率は、転用面積の９２．

３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２３、地区 下之川、受人     、渡人     、申請地 美杉

町下之川キビチ    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，５２７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３０８．２５㎡、日陰の回避、隣地宅地との離隔の確保、

メンテナンス用物置を設置することから、パネルの設置率は、転用面積の２０．

２％になりますが、計画全体として、申請地を太陽光発電施設用地として供す

ることが確認できます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は２３件、合計面積は２２，５４５．９１㎡で、その内訳は田が

１５，７２６㎡、畑が６，７３３㎡、その他が雑種地で８６．９１㎡でござい

ます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局から説明がありましたが、現地に立ち会っていただきました地元委員

のご意見をお伺いします。 
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       １番、お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。５日の午後、会長はじめ部会長、地元推進委員、久居事務

局で確認しました。場所は    の北約２００ｍぐらいのところでございま

す。別に何ら問題もないと思いますので、よろしくお願いします。 

       それで２番について、２番も５日の午前中でしたけれども、    の国道

挟んで南のところでございます。農業委員の森さん、中野さん、地元推進委員、

久居事務局と見てまいりました。これも何ら問題と思いますので、よろしくお

願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ３番から６番まで。 

 

事 務 局   久居事務局です。３番から６番、３月５日の午前中に現地を確認してまいり

ました。農業委員、諸戸さん、田口さん、森さん、中野さん、地元推進委員と

確認をしてまいりました。 

       ３番の場所が    の茶工場から南へ約３００ｍのところにありまして、

太陽光発電の施設に取り残された三角の小さい土地ということで、何ら問題な

いと伺っております。 

       ４番につきましては、場所が    から北へ２００ｍほど行ったところで

ありまして、こちらも田んぼを、建て売り住宅を建てるということで何ら問題

ないと伺っております。 

       ５番につきましては、場所が    の工業団地から北へ２００ｍぐらいの

ところにありまして、こちらも太陽光発電施設ということで、何ら問題ないと

伺っております。 

       ６番につきましては、これも    から北西へ約２００ｍのところにあり

まして、こちらにつきましても何ら問題ないと伺っております。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ７番。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。５日に地元推進委員、農業委員の前田さん、一志事務局

で見てまいりました。これは既に宅地になっていました。 

       それから、８番は、同じ日に地元推進委員立会いで現地を確認してきました。

何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ９番から１１番、お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。９番です。３月５日に会長と宮本委員、そして地元推進

委員、一志事務局と現地を確認いたしました。これにつきましては、先ほど説

明あったように、住宅用地ということでございまして、何ら問題がないかと思

います。 

       １０番につきましては、会長、宮本委員、地元推進委員、一志事務局と確認

をしてまいりました。先ほど説明があったように、何ら問題がないかと思いま
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す。 

       それから、１１番につきましては堆肥場ということで、諸戸部会長、会長と

宮本委員、そし地元推進委員、一志と本庁事務局とで現地を確認いたしました。

堆肥舎を増やすというようなことでございますので、何ら問題がないかと思い

ます。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       １２番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。５日に西森、中谷両委員と地元推進委員、それと白山総

合支所の担当で現地を確認しました。太陽光発電の隣でメンテナンス用地とい

うことで、何ら問題はないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       １３番から２３番までお願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。１３番は、８日に地元推進委員、事務局で現地を確認い

たしました。建設資材置場として十数年間使用されていたのですが、今回、売

買により譲り受けて、引き続き建設用資材置場として、駐車場として一体化利

用をしたいということです。 

       それから、１４番から１８番まで、これも８日に地元推進委員、事務局で現

地を確認いたしました。業者はそれぞれ違いますが、内容は全て太陽光発電施

設です。 

       それから１９番は、８日に地元推進委員、事務局で現地確認をいたしました。

これも太陽光発電施設用地として利用したいということでございます。 

       ２０番から２３番、これは下之川、これも８日に地元推進委員、事務局で現

地を確認いたしました。太陽光発電施設ということで、何ら問題と思います。

よろしくお願いしたいと思います。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ただいま地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしま

す。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第３号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可をすることに決定

したいと思います。 

       引き続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（賃貸借権）を議題します。 

       事務局、説明願います。 
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事 務 局   １６ページをお願いします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 

       番号１、地区 川合、借人      株式会社      常務執行役員

 支店長     、貸人     、申請地 一志町八太南梶目    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ４４９㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に、許可日から令和５年５月３１

日までの期間の賃貸借権を設定し、申請地を掘削土置場用地、資材置場用地と

して一時転用するものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、面積は田で４４９㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       説明がありましたが、地元委員のご意見をお願いします。 

       １番、お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。この物件につきましては、３月５日に会長、宮本委員、

地元推進委員で現地を確認しております。橋脚の補強工事のための資材置場と

いうことでございまして、何ら問題がないかと思います。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ただいま説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思いま

す。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第４号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可をすることに決定

したいと思います。 

       続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（使用貸借）を議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １７ページをお願いします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）

でございます。 

       番号１、地区 高岡、借人     、貸人     、申請地 一志町田
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尻世古出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２６９㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に永年間の使用貸借を設定し、申

請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 川口、借人     、貸人     、申請地 白山町川

口笠張    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １１８㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に永年間の使用貸借を設定し、申

請地を車庫用地、物置用地、進入路用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は畑で３８７㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明がありましたが、地元委員のご意見を伺います。 

       １番、お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田でございます。この物件につきましては、先ほど事務局から説

明があったとおり住宅用地でございます。３月５日に会長、宮本委員、そして

地元推進委員で現地を確認いたしました。何ら問題がないかと思います。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ２番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。５日に西森、中谷両委員と地元推進委員、それと白山総

合支所の担当で見てまいりました。この土地は、二、三か月前に宅地にという

ことで出ていた土地に隣接する土地で、何ら問題はないかと思います。よろし

くお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。 

       それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第５号について、

これにご異議はございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第６号 非農地証明願いについてを議題とします。 

       事務局、説明願います。 
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事 務 局   １８ページをご覧ください。 

       議案第６号 非農地証明願いについてでございます。 

       番号１、地区 川口、願出者     、申請地 白山町川口並木    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積２９４㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書により、申請地に昭和３５年

頃から宅地として利用し、現在に至ることが確認できることから、申請地は農

地以外の用に供され２０年以上が経過している土地であり、非農地証明事務取

扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明

をしても差し支えないものと考えます。 

 

       以上、件数は１件、面積は畑で２９４㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

       お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。５日に西森、中谷両委員と地元推進委員、それから白山

総合支所の担当で見てまいりました。以前から家が建っていて、取り壊したと

いうことです。何ら問題はないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第６号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については証明することに決定し

たいと思います。 

       それでは、次に、別冊でお配りいたしました議案第７号 農業経営基盤強化

促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題としま

す。 

       事務局、説明お願いします。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       それでは、資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、久居地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で８９，３８４㎡、

畑の賃貸借、使用貸借で１１，０３３㎡、契約件数は４９件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１１１，３０７．６１㎡、

畑の使用貸借で８，６２４㎡、契約件数は４７件でございます。 
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       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で６１０，８００㎡、契約

件数は１９８件でございます。 

       美杉地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で９，２１２㎡、契約件数

は６件でございます。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて８２０，７０３．６

１㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１９，６５７㎡、合計契約件

数は３００件、合計面積は８４０，３６０．６１㎡となっております。 

       次に、認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区３２件、一志地区３５件、白山地区

１２７件、美杉地区１件で、合計１９５件、合計面積は５４６，０３０㎡でご

ざいます。 

       また、認定農業者への集積率は、件数で６５％、面積で６５％となっており

ます。 

       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてご説明いたしま

す。 

       人・農地プランの作成が要件となっている新規のものについて「農用地利用

集積計画の概要」の該当箇所、今回は２５３番、２５５番、２５７番になり、

整理番号の左側欄外にアルファベットの「Ｎ」を記載しています。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       最後に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回

の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限

に該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、ご配慮

いただきますようよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       まず、初めに議事参与の制限に該当する案件から始めさせていただきたいと

思います。 

       整理番号４５ 外６件についてです。 

       まず初め、    委員、一時退室を願います。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   それでは、この    委員の７件について、いかがでしょうか。よろしい

ですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました７件について、ご異

議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       この案件につきましては適切であると認め、市長に進達することにいたしま

す。 
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       入室をお願いします。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号１９６について、    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   それでは、この１件についてはいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。 

       それではお諮りします。ただいま審議をいただきました１件について、ご異

議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       この案件につきましても適切であると認め、市長に進達することといたしま

す。 

       入室をお願いします。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号２０８について、    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   それでは、この１件についてはいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。 

       それではお諮りします。ただいま審議をいただきました１件について、ご異

議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       この１件につきましても適切であると認め、市長に進達することといたしま

す。 

       入室をお願いします。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号２２０について、    委員、一時退室をお願いします。 
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       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   それでは、この１件についてはいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。 

       それではお諮りします。ただいま審議をいただきました１件について、ご異

議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ただいま審議をいただきました１件について適切であると認め、市長に進達

することといたします。 

       入室をお願いします。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、皆さんいかがで

しょうか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました案件について、ご異

議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       これらの案件につきましても適切であると認め、市長に進達することといた

します。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議は全て終了いたしました。 

       これをもちまして、第３回第２農地部会を閉会します。 

 

                                午後２時５１分 

上記は、第３回第２農地部会の議事を録したものである。 

  令和３年３月１８日 

                     議事録署名者              

 

                     議事録署名者              


